
村田町公告第１３号 

 

　　　　　　　　　　　入　札　公　告 

 

　条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６の規定により、次のとおり公告する。  

 

　　　令和８年６月２３日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田町長　大　沼　克　巳  

 

１　条件付一般競争入札に付する工事  

　(1)工 事 名　 令和８年度（都）小池石生線関連　二月田地区公共下水道工事(１工区) 

　(2)施工場所   村田町大字村田　地内 

　(3)工    期   契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで  

　(4)工事概要　 
　　　　　　　・汚水管布設工　Φ１５０㎜　Ｌ＝１５２．２ｍ 

・圧送管布設工　Φ５０㎜　　Ｌ＝１２．３ｍ 

・マンホール設置工　１号マンホール　Ｎ＝６箇所　小型塩ビＮ＝２箇所 

・取付管　Ｎ＝９箇所 

　              汚水桝設置工　塩ビ７箇所　組立マンホール　０号　２箇所　　 

・付帯工　一式 

　(5)支払条件 　前払いは４０％以内 

中間前払い２０％以内 

 

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加できるのは、令和７・８年度村田町競争入札参加資格の承認を受けた者で、

入札時において以下に掲げる要件を全て満たした者とする。ただし、入札時までに入札

参加資格要件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。 

(1)宮城県内の名取市、岩沼市、角田市、白石市、柴田郡内、刈田郡内、伊具郡内、亘

理郡内に本社（店）又は営業所を有する者、かつ、本社から業務を委任されている

者。 

(2)建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値

通知書の「土木一式工事」の総合評定値（Ｐ）が、７００点以上で、かつ 1 級技術

者が３人以上であること。 

(3)公告日より起算して過去２０年以内に、国、地方公共団体、公団等が発注した下水

道本管の工事（災害復旧工事を含む）を元請として施工実績があること。 

(4)当該対象工事に建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条による監理技術者又

は主任技術者等、必要かつ適切な人員を配置することができる者であること。 

 

 



①監理技術者資格者証並びに同講習修了証の写し（表面・裏面）または、主任技術

者を証明する物の写しを添付すること。 

②配置予定技術者は直接的かつ恒常的雇用関係にある者で入札（開札）日時点にお

いて３カ月以上の雇用関係にある者であること。 
③雇用関係を確認できるものの写し。 

   (5)国・宮城県・村田町から指名停止を受けている期間中の者でないこと。  

   (6)地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

　 (7)村田町建設工事条件付一般競争入札実施要綱によるものとする。  

(8)村田町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２０年村田町告示第５

２号）別表の措置要件のいずれかに該当する者でないこと。  

   (9)当該工事に係る仕様書、設計図書を閲覧し、現場説明閲覧調書を提出すること。 

　※現場説明閲覧調書の提出が無い場合は、入札に参加できません。 

　　　（令和８年７月６日（月）まで提出すること） 

 

３　入札参加の申請等  

入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の審査及び資格承

認を受けなければならない。  

　 (1)提出書類  

      ①入札参加資格承認申請書（様式第１号）  

　　  ②上記①の申請書に次の書類を添付すること。 

　　　  １．入札参加資格審査資料（様式第１号資料） 

　　　  ２．建設業許可証明書の写し 

　　　  ３．経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

        ４．施工実績があることを証明する書類（契約書等の写し） 

        ５．配置予定技術者が資格要件を満たしていることを証明する書類資格（資格証

等の写し） 

　　　  ６．申請者の所在地及び名称を記載し、切手を貼付した返信用封筒１通 

   (2)受付期間及び時間  

      令和８年６月２３日（火）から令和８年７月６日（月）までの土曜日、日曜日及び

祝祭日（以下「休日等」という。）を除く日の午前９時から午後４時まで（正午か

ら午後１時までを除く）とする。  

 　(3)提出部数  

　　　２部（正本１部、副本１部）持参すること。（郵送受付は行わない。） 

　 (4)提出先  

    　宮城県村田町役場　本庁舎２階　財政課 

 

 

 

 

 

 

 



４　申込書類の配付場所及び期間  

　 (1)配付場所  

　  　宮城県村田町役場　本庁舎２階　財政課  

   　（村田町のホ－ムペ－ジからも入手可） 

 　(2)配付期間及び時間 

      令和８年６月２３日（火）から令和８年７月６日（月）までの休日等を除く日の午

前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。  

 

５　参加資格の審査等  

　 (1)入札参加資格の審査結果については、令和８年７月８日（水）に申請者全員に発送

する。その際、承認者については入札参加資格承認通知書により、不適格者には入

札参加資格不承認通知書により通知するものとする。  

　 (2)入札参加資格を有すると認められなかった者は、その理由について村田町役場財政

課に、令和８年７月１３日（月）まで書面で問い合わせをすることができる。  

 

６　設計図書等の閲覧  

当該工事に係る仕様書、図面、（以下「設計図書等」という。）は、次のとおり閲覧

に供するものとする。  

　 (1)閲覧場所  

      宮城県村田町役場　本庁舎２階　財政課 

   (2)閲覧期間及び時間  

      令和８年６月２３日（火）から令和８年７月６日（月）までの休日等を除く日の午

前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

   (3)設計図書等の複写について  

      閲覧期間中は、設計図書等の貸し出しを行うので、希望者は設計図書等借用書に記

名押印し提出の上、概ね半日間を目安に借用し複写等を行うこと。  

　 

７　設計図書等に対する質問について  

設計図書等について質問がある場合は、閲覧場所に備え付けの質問書（村田町ホーム

ページからも入手可）に記入し紙及び電子データ(CD 等)で、村田町役場財政課に提出す

ること。なお、質問書に対する回答書は、閲覧場所で閲覧に供するとともに、質問者に

回答する。 

　 (1)質問の受付期間及び時間  

    　令和８年６月２３日（火）から令和８年７月６日（月）までの休日等を除く日の午

前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。  

　 (2)回答書の閲覧期間及び時間  

    　令和８年７月７日（火）から令和８年７月８日（水）までの午前９時から午後４時

まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

　 (3)回答書の閲覧場所  

      宮城県村田町役場　本庁舎２階　財政課 

 

 



８　入札執行の日時及び場所等  

   (1)日　時  

　　　令和８年７月１４日（火）午後２時 

 　(2)場　所  

　　　宮城県村田町役場　本庁舎２階　大会議室 

 　(3)提出書類等  

入札参加者は、入札参加資格承認通知書（原本）を当日持参すること。 

代理人をもって入札する場合は、必ず委任状を持参のうえ提出すること。 

 

９　入札保証金  

　　免除とする。  

 

１０　工事費内訳書の提示について 

　 (1) 初度の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提

出すること。 

 　(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、内容については、数量、単価、金額等を最低

限記載すること。  

 

１１　入札の無効  

本公告に示した入札参加資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並

びに村田町建設工事競争入札等参加心得（平成１４年村田町告示第８号）において示

した条件等に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格を有する旨を確認された者であっても、入札時点において、２

に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。  

 

１２  落札者の決定等  

　 (1)予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者の

うち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、初度の入札において

落札者がないときは、再度の入札を行う。ただし、再度入札の回数は、原則として

２回を限度とする。 

      ただし、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。 

   (2)再度の入札において、落札者が決定しなかった場合は、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第８号の規定に基づき随意契約により契約を締結する場合がある。 

   (3)郵送、電報、ファクシミリその他の電気通信による入札は認めない。  

 

１３　契約保証金  

  契約金額の１０分の１以上の金額とする。（詳細は、別冊契約保証に関する説明事

項のとおりとする。）  

 

 

 

 



１４　契約の締結 

　　　落札者の決定後、この入札に付する工事に係る契約までの間において、当該落札者

が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないこ

とがある。又、５千万円以上の請負契約予定金額の場合は、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年村田町条例第２２号）の規定に

より、町議会の議決を経てから契約の効力が生じることとなるので、それまでは仮契

約を行うものとする。 

 

１５　配置する技術者の取り扱い 

　　　落札者は、３の（１）で提出した配置予定技術者を当該工事に配置すること。 

　　　なお、当該工事が完了するまで、原則として技術者の変更は認めない。 

 

１６　その他  

   (1)入札参加者は、入札に当たっては現場説明書等を熟読し、かつ上記事項を遵守しな

ければならない。  

   (2)その他不明の点については、下記に照会のこと。 

 

 

  

 　　【　問　合　せ　先　】 

 　　　　村田町役場　財政課 

 　　　　住　所：　宮城県村田町大字村田字迫６番地  

 　　　　電　話：　０２２４－８３－２１１２（直通） 

 　　　　ＦＡＸ：　０２２４－８３－５７４０ 


